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１ 事業の概要と対象
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事業概要
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対象者

対象者は、初めて補助対象となった月の属する年度（以下「当該年度」という。）において、以下（１）から（４）をすべ
て充足する常勤の保育士、看護師、児童指導員等の専門職の職員（有期雇用を除く。）とする。

（１） 当該年度の前年度の１月２日から当該年度の１月１日までに事業者に採用され、当該年度の４月１日現在、学
校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定めがある大学院、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校（以下「学校
等」という。）を修了又は卒業（以下「卒業等」という。）した者で対象施設に専門職に勤務する者。

ただし、令和７年度については、「当該年度の前年度の１月２日」とあるのは、「令和７年４月１日」と読み替えるもの
とする。

（２）当該年度において奨学金の返済を開始する者又は現に奨学金を返済している者。

（３）過去の勤務先において代理返還制度を活用して奨学金の返済支援を受けた期間を、５年から減じてなお残存期
間がある者。

（４）対象施設がいわゆる試用期間を設けている場合、試用期間を経過して当該対象施設に勤務する者。

（交付要綱 別紙の２より引用）

5



支援対象職種
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２ Ｑ&Ａ
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Ｑ&Ａ
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令和７年10月時点です。最新版はホームページでご覧ください。
https://www.fukushizaidan.jp/210yougo/

https://www.fukushizaidan.jp/210yougo/


Ｑ&Ａ
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（１）～（３）いずれも
雇用主が代理返還を

行うことが補助要件です。



Ｑ&Ａ
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Ｑ&Ａ
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Ｑ&Ａ
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Ｑ&Ａ
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Ｑ&Ａ
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３ 育成計画書
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育成計画書

◇提出時期

交付申請と実績報告の２回

◇本補助金対象施設の要件等

対象者の育成計画を作成し、代理返済制度を活用して対象者の奨
学金返済を支援していること。

なお、育成計画には都が別に示す内容を含むこと。

◇様式

必須項目が含まれている場合に限り、事業所独自の様式をご提出
いただいて構いません。

◇東京都の様式

➢ 新任職員：新任職員育成計画書

※育成担当者は、所属長の方が兼務していただくことも可能です。

➢ 2年目以降：職員キャリアアップ（育成）計画書

育成（キャリアップ）計画に基づいて、

計画的な育成（キャリアップ）を目指しましょう。

別途ご案内している以下の資料をご覧ください。
「育成計画書について」、
「新任職員育成計画作成方法」
「キャリアップ（育成）計画作成方法」

新任職員の場合
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育成計画書

◇育成計画の作成期間

➢ 新任職員：採用月～当該年度の３月末まで

➢ 2年目以降の職員：当該年度4月～３月末まで

※交付申請時には、提出日時点で記載できている範囲までを提出してください。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１年目

２年目

３年目

４年目

５年目

面談
各年度2回以上
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４ 補助金の概要
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１. 当該年度に補助対象となる代理返還額は、補助対象期間の開始月から当該年度の3月31日までの額

２. 当該年度に補助対象事業者（法人）が代理返還制度を活用した奨学金返済経費が補助対象となり、

補助額は、以下の３つを比較したうち最も低い額

①在籍期間中の代理返還額

②対象者の奨学金返済額

③補助基準額

【例】

Ａさん

補助対象期間10月～3月、奨学金返済額3万円/月、奨学金代理返済額４万円/月、補助上限５万円/月

①4万円×６ヶ月＝２４万円 ②3万円× ６ヶ月＝１８万円 ③５万円× ６ヶ月＝ ３０万円

補助対象経費・補助額

①在職期間中の
代理返還額

一月当たりの代理返還月額
×補助対象月数

②対象者の
奨学金返済額

（奨学金返済額×対象月数）

③補助基準額

月5万円×補助対象月数

最も低い額が補助金の支給額

補助金額は１８万円
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今後の流れ（予定）
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令和７年11月28日（金）消印有効
※１月１日までの採用予定者がいる場
合など、必要に応じて第２回交付申請
を行う。
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５ 提出書類一覧とチェックリスト
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交付申請 提出書類一覧
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次頁に詳細を記載しています。



交付申請 チェックリスト
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前頁 ６番（２）奨学金返還証明書
【必要な項目】
①対象者本人の氏名 ②割賦方法 ③割賦額 ④返還期限 ⑤学校名
⑥当該年度4月1日以降発行のものであることがわかる日付

※スカラネットの画面で上記①～⑥の項目が確認できる画面を印刷した書類の提出も可能



実績報告 提出書類一覧

24



実績報告 提出書類一覧
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実績報告 チェックリスト
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☆お問い合わせ☆

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

公益財団法人東京都福祉保健財団 福祉情報部 福祉人材対策室

電話: 03-6302-0280

メール: y-syogakukin@fukushizaidan.jp

※お問い合わせは、可能な限りメールでお願いします。

ホームページ：https://www.fukushizaidan.jp/210yougo/
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